
『子ども・子育て支援新制度』について  

平成２６年８月８日 

堺市  子ども青少年局 
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※ 現時点での国資料等に基づいて作成しており、今後修正する可能性があります。 

～ 認定こども園制度を中心に ～ 



平成27年4月 新制度施行 

平成26年10月 利用申し込み開始 

子ども・子育て関連３法（平成24年8月制定） 
 

 ○ 子ども・子育て支援法 
 ○ 認定こども園法の一部を改正する法律 
 ○ 関係法律の整備等に関する法律 

平成26年7月 各種基準条例制定 

平成25年8月 堺市子ども・子育て会議設置 
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ポイント！ 

新 制 度 導 入 の 経 緯 



幼保連携型認定こども園とは 
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ポイント！ 

認定こども園法による認可、指導監督 
認定こども園法による認定 

学校教育法による認可 児童福祉法による認可 

移行の推進 

○ 認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の
施設」を創設 

 ・ 設置主体は、国、自治体、学校法人、社会福祉法人のみ （株式会社等の参入は不可） 

○ 地域における子育て支援の機能を持つ施設 

○ 親の就労状況に捉われず子どもが育つ場  

○ 財政措置は、既存３類型も含め、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の「施設型給付」
で一本化 

  → 消費税を含む安定的な財源を確保     



教育基本法上の「法律に定める学校」（第６条） 

 ①「公の性質」を有し、 
 ②教育を受ける者の心身の発達に応じた「体系的・組織的な教育」を行う。 

◎教育基本法 －抄－ 

 （学校教育）  
第６条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設
置することができる。  
２ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織
的に行われなければならない。（以下略） 

 

学校教育法に定めるもの 

幼稚園 
小学校 
中学校 
高等学校 

  
学校 

中等教育学校 
特別支援学校 
大学 
高等専門学校 

学校・児童福祉施設 
両方の性格 

学校教育を提供 

 

認定こども園法に定めるもの 

学校教育・保育を提供 

幼保連携型認定こども園 

※ 既存の幼稚園から移行した場合、
「幼稚園」の名称を用いることができる。 

3 

幼保連携型認定こども園の位置付け 

ポイント！ 



 

 
 

 
 

 
 ※ 幼保連携型については、認可・指導監督の一本化、 
    学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを与える等、制度改善を実施 

保育所 
０～５歳 

認定こども園 ０～５歳 

幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 

子ども・子育て支援法 
～認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育など共通の財政支援

のための仕組み ～ 

ポイント！ 施設型給付 

地域型保育給付 

※私立保育所については、児童福祉法第24条により市町村が保育の実施義務を
担うことに基づく措置として、委託費を支弁 

幼保連携型 

幼稚園 
３～５歳 
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主な認可基準 

〈学級編制・職員配置基準〉 
 ・満３歳以上の子どもの教育時間は学級を編制し、専任の保育教諭を１人配置。 
 ・職員配置基準は、４・５歳児３０：１、３歳児２０：１（＊）、１・２歳児６：１、乳児３：１ 
                  ＊ 質の改善事項として、公定価格において３歳児２０：１→１５：１への配置改善を実施 

 
〈園長等の資格〉 
 ・原則として、教諭免許状と保育士資格を有し、５年以上の教育職・児童福祉事業の経験者 
 ・ただし、これと同等の資質を有する者も認める。（設置者が判断する際の指針を示す） 
 
〈園舎・保育室等の面積〉 
 ・満３歳以上の園舎面積は幼稚園基準（３学級420㎡、１学級につき100㎡増） 
 ・居室・教室面積は、保育所基準（1.98㎡/人、乳児室は1.65㎡/人、ほふく室は3.3㎡/人） 
 
〈園庭（屋外遊戯場、運動場）の設置〉※名称は「園庭」とする。 
 ・園庭は同一敷地内又は隣接地に必置とし、面積は、①と②の合計面積 
    ①満２歳の子どもについて保育所基準（3.3㎡/人） 
    ②満３歳以上の子どもに係る幼稚園基準（3学級400㎡、1学級につき80㎡増）と保育所基準のいずれか大きい方 

 
〈食事の提供、調理室の設置〉 
 ・提供範囲は、保育認定を受ける２号・３号子ども（１号子どもへの提供は園の判断）。 
 ・原則自園調理。満３歳以上は現行の保育所と同じ要件により外部搬入可。 
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新たな幼保連携型認定こども園の認可基準イメージ 

１．基本的な考え方                               
 ○ 学校かつ児童福祉施設たる「単一の施設」としての幼保連携型認定こども園にふさわしい「単一の基準」とする。なお、「単
一の基準」については、幼稚園又は保育所の高い水準を引き継ぐ。 

 
 ○ 既存施設（幼稚園、保育所、認定こども園）からの円滑な移行を確保するため、設備に限り、一定の移行特例を設ける。な
お、法施行までに認定を受けた幼保連携型認定こども園については、みなし認定となり、設備について、現行基準を適用する。 

ポイント！ 

ポイント！ 
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現行制度と新制度との比較を挿入 
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新制度における給付対象となるための「認可」と「確認」 

新制度による施設型給付や地域型保育給付の対象となるためには、施設や事業者は、児童福
祉法等による「認可」と、子ども・子育て支援法による「確認」を受ける必要があります。 

■「認可」：人員配置や面積など施設・事業に必要な基準を満たしているか。 

■「確認」：会計処理や情報公開などの基準を満たし、給付対象施設・事業者として的確か。 

施設・事業 認可の権限 確認の権限 

教育・保育施設 

幼保連携型認定こども園 堺市 堺市 

保育所型認定こども園 認定：大阪府 堺市 

幼稚園型認定こども園 認定：大阪府 堺市 

幼稚園 大阪府 堺市 

保育所 堺市 堺市 

地域型保育事業 

小規模保育 
家庭的保育 
事業所内保育 
居宅訪問型保育 

堺市 

堺市 

給付対象施設の確
認についてはすべ
て堺市が行う。 

ポイント！ 



○子ども･子育て支援法では、教育・保育を利用する子どもについて３つの認定区分が設けられ、これに従って施設
型給付等が 行われる。（施設・事業者が代理受領） 

認
定
区
分 

認定の内容 給付の内容 

利用定員を設
定し、給付を受
けることとなる
施設・事業 

１号 
満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、２号認
定子ども以外のもの 

（第１９条第１項第１号） 
教育標準時間 

幼稚園 

認定こども園 

２号 

満３歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者
の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由によ
り家庭において必要な保育を受けることが困難である
もの 

（第１９条第１項第２号） 

保育短時間 

保育標準時間 

保育所 

認定こども園 

３号 

満３歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者
の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由によ
り家庭において必要な保育を受けることが困難である
もの 

（第１９条第１項第３号） 

保育短時間 

保育標準時間 

保育所 

認定こども園 

小規模保育等 

施設型給付費等の支給を受ける子どもの認定区分 
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利用手続き【１号認定】 
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利用希望者 
幼稚園・認定こ
ども園(1号) 

利用申し込み 
認定申請 

① 

認定証を受領後、利用契約を結ぶ 
利用料は所得に応じた応能負担 

園は市へ認定申請
書を提出 

区役所 

内容確認 
認定書を園経由で
交付 

④ 

② 

③ 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.sunmarie.com/store/blog/kanto/tokyo/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB.jpg&imgrefurl=http://www.sunmarie.com/store/blog/kanto/tokyo/cat202/&docid=flEa6JyQSm2zRM&tbnid=FtfXMMZtgleE3M:&w=290&h=233&ei=CRzOU53COtjj8AWu14GgAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f63GqTGmDCqFiM&tbnid=3qNyTH6H8CojQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lurea3m.com/%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB&ei=NxbOU-fqO83k8AWA3YH4Ag&bvm=bv.71198958,d.dGc&psig=AFQjCNGmVyGOV-QWCLJna7OW4Nwm1lTzzQ&ust=1406101417365197
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gKNmnJS8ukTJxM&tbnid=RFIKXh66GnpLzM:&ved=&url=http://pixta.jp/tags/%E5%BB%BA%E7%89%A9 %E5%B9%BC%E7%A8%9A%E5%9C%92 %E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%9C%92 %E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9?search_type%3D2&ei=WULOU8uICpL28QW2yYKABw&bvm=bv.71198958,d.dGc&psig=AFQjCNGBFrGe16yJ8OGSKC6BCBzx4gIcZg&ust=1406112729352240


利用手続き【２・３号認定】 
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利用希望者 

保育所(私立保育所除
く)・認定こども園(2
号)・地域型保育事業 

区役所 

利用申し込み 
認定申請 

内容確認 
利用調整 

③ 

利用調整結果通知 
認定証の交付 

① 

② 
利用契約を結ぶ 

ポイント！ 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.sunmarie.com/store/blog/kanto/tokyo/%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB.jpg&imgrefurl=http://www.sunmarie.com/store/blog/kanto/tokyo/cat202/&docid=flEa6JyQSm2zRM&tbnid=FtfXMMZtgleE3M:&w=290&h=233&ei=CRzOU53COtjj8AWu14GgAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=f63GqTGmDCqFiM&tbnid=3qNyTH6H8CojQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lurea3m.com/%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB&ei=NxbOU-fqO83k8AWA3YH4Ag&bvm=bv.71198958,d.dGc&psig=AFQjCNGmVyGOV-QWCLJna7OW4Nwm1lTzzQ&ust=1406101417365197


○ 新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付である「施設型給付」及び小規模保育等に対
する「地域型保育給付」を創設し、市の確認を受けた施設・事業の利用に当たって、財政支援を保障していくこ
ととしている。※私立保育所に対しては、委託費として支払う。 

○ 各給付費の基本構造は、「公定価格」から「利用者負担額」を控除した額 

 ※市が定める利用者負担額のほか、実費徴収（通園送迎費、給食費、文房具費、行事費等）、それ以外の上乗せ
徴収（教育・保育の質の向上を図るための費用。事前説明・同意を要する）が可能。 
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認定こども園に係る施設型給付の構造（公定価格及び利用者負担） 

実費・上乗せ徴収 

利用者負担額 
（応能負担） 

 

施設型給付費 

国：府：市＝２：１：１ 「公定価格」
 
 

国が定める統
一単価 

保育認定（２号認定・３号認定）の子ども 

実費・上乗せ徴収 

利用者負担額 
（応能負担） 

 

施設型給付費 
（全国統一費用部分） 

国：都道府県：市町村＝２：１：１ 「国庫負担対象額」 
現行の私学助成の国
庫負担額、保護者負
担、所在地域等を勘
案して国が設定した基
準により算定した額 

「公定価格」
 
（＊１） 

教育・保育に通常要する
費用の額を勘案して設定 

一定の要件（理由の開
示・同意等）の下で施設
が定める額 

市から代理受領 

保護者から徴収 

「施設型給付」 

全国統一費用部分・地
方単独費用部分を一
括して支給 

「利用者負担額」 

国の基準を限度として、
保護者世帯の所得等を
勘案して市が定める額 

施設型給付費 
（地方単独費用部分） 

市町村負担 ＋ 都道府県補助
（＊２）

 

教育認定（１号認定）の子ども 
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まとめ：現行制度と新制度との比較 ① 

 
施設・事業によって異なる 
  幼稚園：私学助成（文科省） 
  保育所：運営費（厚労省） 
  認定こども園 
    幼稚園部分：私学助成（文科省） 
    保育所部分：運営費（厚労省） 

 
財政支援の一本化、給付の創設 
  施設型給付（幼稚園・保育所・認こ園） 
  地域型保育給付（小規模保育・家庭的保 
     育・事業所内保育・居宅訪問型保育） 
  給付の所管：内閣府 

現行制度 

○ 施設や事業の運営係る財政支援について 

新制度 

 
施設・事業に応じた手続き 
 幼稚園：施設に申込み 
 保育所：市に申込み、市が選考 
 認定こども園：施設に申込み、 
   施設が選考 

 
保育の必要度に応じた手続き 
  保育の必要性のない子ども（１号認定）： 
    幼稚園や認定こども園へ申込み 
  保育の必要性のある子ども（２号・３号認定）： 

   堺市へ申込み。堺市が利用調整 

ポイント！ 

現行制度 

○ 施設や事業の利用方法について 

新制度 



 
幼保連携型認定こども園の認可の簡略化 
  認定こども園法による認可 
認可事業としての地域型保育事業の創設 
  小規模保育・家庭的保育・事業所内保 
  育・居宅訪問型保育の創設 
透明性の高い認可の仕組み 
  客観的認可基準に適合し、必要条件を満 
  たせば、欠格事項への該当や供給過剰 
  でない限り、認可する。 
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○ 施設や事業の「確認」について 

制度なし 

 
確認制度の創設 

 「施設認可・事業認可」を前提に、給付対象
施設として適格か、施設・事業者を堺市が
「確認」する。 

現行制度 新制度 

○ 施設や事業の「認可」について 

 
幼保連携型認定こども園の複雑な認可 

「学校教育法による認可」＋「児童福祉法
による認可」＋「認定こども園法による認
定」が必要 
家庭的保育や事業所内保育は認可外 

現行制度 
新制度 

まとめ：現行制度と新制度との比較 ② 

ポイント！ 

ポイント！ 
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○ 保育の必要性の認定について 

 
施設・事業によって異なる 
 幼稚園：認定なし 
 保育所・認定こども園（保育所部分）・ 
 認証保育所：保育に欠ける認定 

 
支給認定手続きの創設 

  保護者は、新制度における施設・事業を
利用する際には「認定証」の交付を受ける必
要がある。（認定は、堺市が客観的基準に基
づき行う） 

現行制度 新制度 

まとめ：現行制度と新制度との比較 ③ 

ポイント！ 


